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第５章 分野別の目標と取り組み   

 

≪基本目標≫

≪基本施策≫

指　　標

１．就寝時間が午後
　　９時を超えない
　　幼児が増加する

２．就寝時間が午後
　　１２時を超えない
　　小中学生が増加
　　する

1．公共施設の利用
　　者数が増加する

2．食生活改善推進
　　員による伝達講
　　習の参加者数が
　　増加する

平成22年度
現状値

17.5% 94.3% データなし 延べ1,063人

平成27年度
中間値

20.5% 97.3%
アンケート調査結果

から
増加

平成32年度
目標値

22.5% 99.3% 中間評価時設定 増加

個人・家族が
できること

　地域・学校・
職場の

取り組み

行政の
取り組み

・地域、学校、職場でお互いにあいさつをし
　ましょう
・地域の行事を回覧や広報等でＰＲしましょ
　う
・地域の行事に参加しやすいようみんなで
　声をかけあいましょう

・乳幼児期の保健指導を通して「あいさつ」
　の大切さを伝えます
・自主サークルの活動について情報発信
　や支援をします
・健康に関する社会資源について情報発
　信や支援をします
・食生活改善推進員活動の支援を行いま
　す
・民生児童委員や母子保健推進員等へ健
　康情報を発信します

１.　 健 康 意 識 を 高 め る

み ん な で 取 り 組 む こ と

目　指　す　こ　と　　　

①健康づくりの普及・啓発 ②地域保健活動の推進

・自分の身体の変化に関心を持ちましょう
・夜更かしをしない、させない生活リズムを
　作りましょう
・「早寝・早起き・朝ごはん」の効果を知りま
　しょう

・家族で「おはよう」などのあいさつをする習
　慣をつけましょう
・地域の口コミや市からの健康に関する情
　報に耳を傾けましょう
・地域の交流やふれあいの場に誘われたら
　なるべく参加しましょう

・保育所・幼稚園・学校で「早寝・早起き・朝
　ごはん」について、園児・児童・生徒・保護
　者へ呼びかけましょう（定期的に生活習
　慣に関するアンケートを行い、意識の向
　上を図りましょう）
・夏休みに向けた地域の交流の場などで
　「早寝・早起き・朝ごはん」について話合
　いましょう

・市の健康に関する現状を広報やホーム
　ページ等に公表して、普及啓発を図りま
　す
・妊娠期（母子健康手帳交付時やパパマ
　マくらぶ）から「早寝・早起き・朝ごはん」
　の効果について伝えます
・乳幼児保健事業では、血圧計・体重計を
　設置する等、自身の身体の変化に関心
　を持ってもらうよう、保護者にも働きかけ
　をします
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≪基本目標≫

≪基本施策≫ ③口腔ケアの推進 ⑤適正飲酒の普及啓発

３歳児 小学生 中学生 １６歳以上 男　性 女　性

平成22年度
現状値

98.5% 96.7% 94.4% 81.7% 65.2% 63.4% 37.1% 56.1% 88.2% 9.7%

平成27年度
中間値

100.0% 100.0% 100.0% 83.0% 68.2% 67.4% 20.0% 58.6% 90.7% 8.8%

平成32年度
目標値

100.0% 100.0% 100.0% 85.0% 70.0% 70.0% 15.0% 61.1% 93.2% 7.8%

個人・家族が
できること

・忙しいときも、1日1回は丁寧に歯を磨きま
　しょう
・1年に1回は歯科健診を受けましょう
・かかりつけの歯科医をもちましょう

・適正飲酒を知り、飲み過ぎない
　ようにしましょう
・週に１日は休肝日を作りましょ
　う

　地域・学校・
職場の
取り組み

・職場で歯科健診を受診することを勧奨した
　り、受診しやすい体制を整えましょう
・小中学校では、年に1回は全児童が歯科
　衛生士から丁寧な指導を受けられるよう
　にしましょう

・職場や地域の集まる場で無理
　に飲酒させないようにしましょ
　う
・学校で多量飲酒が身体に及ぼ
　す影響について知る機会を設
　けましょう

行政の
取り組み

・乳幼児健診で保護者向けに歯周病予防
　の歯磨き方法について周知します
・小中学校の全児童・生徒に丁寧な口腔ケ
　ア指導が行き届くよう、小中学校と連携し
　ます
・もとす口腔保健協議会と協力した無料歯
　科健診を継続します
・母子健康手帳交付時に妊婦へ歯科健診
　の受診を積極的に勧めます
・「むし歯予防デー」等の機会に、公共施設
　にポスター掲示する等して歯周病予防の
　知識の普及を行います

・多量飲酒が身体に及ぼす影
　響や適正飲酒量の周知をしま
　す
・３０歳代健診や国保特定健診
　の結果とともに多量飲酒や適
　正飲酒量についてお知らせし
　ます
・母子健康手帳交付時、母の飲
　酒状況が把握できるので、飲
　酒者に対して禁酒指導をしま
　す。父の飲酒が把握できた場
　合は、適性飲酒の指導も実施
　します

指　　標

無料歯科健診の「要治療」判定者が減
少する

1日３合以上の飲酒者が減少す
る

・生活リズムを整え朝食を摂る習慣をつ
　けましょう
・朝食の大切さについて知りましょう
・家族そろって一緒に朝食を食べましょ
　う

２.　 生 涯 を と お し た 適 切 な 生 活 習 慣 の 定 着

目　指　す　こ　と　　　

み ん な で 取 り 組 む こ と

④禁煙に関する支援

・たばこをやめましょう
・子どもや妊婦のそばでたばこを吸わない
　ようにしましょう

①食生活習慣への支援

運動習慣者・日常生活において身
体を動かすようにしている人を増や
す

②運動習慣獲得への支援

・乳幼児期から屋外遊びを楽しみま
　しょう
・日常生活の中で身体を動かしま
　しょう
・歩く歩数を増やしましょう
・階段を使いましょう
・駐車場などはできるだけ遠くに止
　めて歩きましょう

・夏休み中のラジオ体操の参加者
　を増やしましょう
・職場でストレッチ体操やラジオ体
　操を取り入れましょう

朝食の摂取率が増加する

・喫煙場所以外でたばこは吸わないように
　しましょう
・学校でたばこが身体に及ぼす影響につい
　て知る機会を設けましょう

・禁煙を希望する人には随時禁煙サポート
　を実施します
・市内の禁煙外来を紹介します
・禁煙週間には公共施設で禁煙を推進する
　掲示コーナーを設けます
・乳幼児健診や特定保健指導など喫煙状
　況が把握できる機会を通じて、禁煙をす
　すめます
・パパママくらぶ（妊婦教室）のときにたば
　こが身体に及ぼす影響について周知しま
　す

１．禁煙者が増加す
　　る

２．妊婦や子どもの
　　近くでは、たば
　　こを吸わない人
　　が増加する

・料理教室で朝食メニューをとりいれまし
　ょう
・地域で料理教室を行う時に朝食を食べ
　たか確認しましょう
・給食や授業の中で朝食の大切さにつ
　いて学びましょう

・市民から「簡単メニュー」を募集するため
　のポストを保健センターに設置し、応募
　されたメニューを集約して、「広報みず
　ほ」に掲載したり、リーフレットを作成す
　るなどして広く市民に活用してもらいま
　す
・乳幼児健診・相談時に朝食についての
　リーフレットを配布します
・朝食について積極的に健診や出前講座
　などで啓発していきます

・関係課と連携をとり、市内でのウ
　ォーキング場所を紹介します
・関係課と連携をとり、駅周辺から
　所要施設への距離・歩数を紹介
　するマップを作成します
・市内にある運動施設・教室をＰＲ
　し運動習慣への意識を高めます
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≪基本目標≫

≪基本施策≫

胃
（40歳）

大腸
(40歳）

乳房
（30歳）

子宮
（20歳）

平成22年度
現状値

184人
（平成２３年度）

4.6% 6.8% 25.3% 14.5% 95.1% 71.3%

平成27年度
中間値

200人 7.0% 9.0% 30.0% 18.0% 97.0% 76.0%

平成32年度
目標値

220人 10.0% 13.0% 35.0% 20.0% 100% 80.0%

個人・家族が
できること

　地域・学校・
職場の
取り組み

行政の
取り組み

３．　疾 病 の 早 期 発 見 ・ 早 期 治 療

　　　　　　　①定期的な健診・がん検診受診の促進
　　　　　　　②健診の事後指導の充実で利用の促進を図る

目　指　す　こ　と　　　

・各健（検）診の節目年齢の未受診者に対して、年度末に未受診調査を実施し本来
　の未受診者の把握をして、翌年度の健診案内対象として勧奨を強化します
・公共施設、市内医療機関や民間施設等に、健（検）診についてのリーフレットやポス
　ターの掲示等で健（検）診についての周知をします
・広報、自治会回覧板、ホームページ、ラジオや市民に接する様々な機会に、健（検）
　診受診の勧奨をします

・職場で職員に対して、健診を受ける機会を設けて、受診を勧奨しましょう
・保育所・幼稚園で園児の保護者に子どもの健診を受けさせるように勧奨しましょう

・健診を受ける重要性を自覚しましょう
・年に１回定期的に健診を受けましょう
・がん検診を受けましょう
・家族で健診を受けることを勧奨し合いましょう

み ん な で 取 り 組 む こ と

２．各種がん検診対象年齢の最
　　年少年齢の受診率が増加す
　　る

指　　標

１．３０歳代健診の
　　３０・３５・３８歳
　　の受診数が増
　　加する

３．乳幼児健
　　診の受診
　　率が増加
　　する

４．年に１回
　　健康診断
　　を受ける
　　人が増加
　　する
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≪基本目標≫

≪基本施策≫

特定健診結果受診者
（男女）

３０歳代健診受診者
（男性）

平成22年度
現状値

8.4% 62.9% 22.9% 34.0%

平成27年度
中間値

増加なし 70.0% 増加なし 増加なし

平成32年度
目標値

増加なし 75.0% 増加なし 増加なし

個人・家族が
できること

　地域・学校・
職場の

取り組み

・肥満者に対して、健診受診後に体重測
　定を勧奨し、適切なダイエットの方法を
　情報提供用パンフレットに追加して周知
　します
・適正体重を計算するための身長計を自
　由に使用できるように、公共施設に設置
　します。また、体重管理についてのリーフ
　レットやポスターの掲示等で周知します
・広報、ホームページや市民に接する様々
　な機会に、体重測定の勧奨と適正体重
　の自覚を促します
・「広報みずほ」にて肥満予防について、３
　か月のシリーズで掲載します

肥満（ＢＭＩ２５以上）者が増加しない

み ん な で 取 り 組 む こ と
・適正体重を知り、維持しましょう
・食事のリズムを整えましょう
・１日両手３杯の野菜を食べましょう
・食事は野菜から先に食べましょう
・適度な運動で身体を動かしましょう
・定期健診を受けて血糖値、腎機能の状態を
　知りましょう
・健診結果が受診勧奨値である場合は、医療
　機関へ受診しましょう

・週に１回等定期的に体重を計りましょう
・自分や家族の適正体重について知りま
　しょう
・中学生からは、自分で計算をして適正
　体重について知りましょう
・適正体重を目標に食生活や運動習慣
　を整えましょう
・ゆっくりよく噛んで食べましょう

指　　標

１．特定健診結果での血
　　糖値ヘモグロビンＡ1ｃ
　　６．１％以上(ただし治
　　療中の者は除く）の者
　　が増加しない

２．ヘモグロビンＡ１ｃ6 .1
　　％以上および腎機能
　　が中等度以上低下し
　　ている者の医療機関
　　受診者が増加する

・小学生から体重測定を促し、適正体重
　が健康なからだづくりには大切であるこ
　とを学ばせ、健全な食生活や運動習慣を
　確立に向けて支援しましょう
・中学校で「適正体重」について学ばせ定
　期的な体重測定を促し、肥満ややせを
　防ぎましょう
・職場で体重計を設置して、職員に体重
　測定を勧奨しましょう
・食生活改善推進員の伝達講習等で、
　肥満を防ぐ食事について、メニューに
　取り入れて地域に広めます

行政の
取り組み

・１日両手３杯の野菜を食べよう運動、食事は
　野菜から食べよう運動を推進します
・乳幼児健診・相談で、食が身体に及ぼす影
　響を保護者に伝えます
・「広報みずほ」にて糖尿病予防について、３か
　月のシリーズで掲載します
・出生面接で妊娠中からの高血糖症状を確認
　し、子どもの健診時に母親へ保健指導をしま
　す
・血糖コントロール教室を、年間３０人程度４か
　月間に渡り実施します。その後、翌年の健診
　結果を基に教室参加者に６ヶ月後のフォロー
　教室を実施します
・教室参加対象でない、面談の機会のないヘ
　モグロビンＡ１ｃ５．５～６．０％の人に、糖尿病
　の発症予防のためのリーフレットを配布します
・糖尿病未治療者のヘモグロビンＡ１ｃ６．１％
　以上の者へ、受診勧奨の文書を郵送し医療
　機関受診へ繋げます
・指標の２に該当している者に対して健診結果
　の通知の際に受診が必要である者に文書を
　同封し、医療機関受診へ繋げます。未受診の
　場合再度文書にて勧奨をします

４.　 生活習慣病の発症予防及び重症化・合併症の予防

①糖尿病対策　③慢性腎臓病対策 ②肥満対策

目　指　す　こ　と　　　

・職場で健診を受診することを勧奨しましょう
・食生活改善推進員の活動から糖尿病を防ぐ
　食事について広めましょう
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≪基本目標≫ ５.　 こ こ ろ の 健 康 づ く り

≪基本施策≫ ①相談できる機会の充実　②関係機関との連携体制の整備

指　　標
睡眠によって休養がとれている人の割合が増加する

平成22年度
現状値

81.5%

平成27年度
中間値

82.4%

平成32年度
目標値

83.3%

個人・家族が
できること

・生活リズムを整えましょう
・適度な運動（歩く、体操など）をしましょう
・飲酒する場合は適量を心がけましょう
・気になることがあれば専門機関へ相談しましょう
・こころの健康に関する講演会へ参加しましょう

　地域・学校・
職場の
取り組み

・早寝、早起きを推進しましょう
・相談窓口について紹介しましょう

行政の
取り組み

・こころの健康に関する図書を市の図書館に展示し、情報を得る機会をつくりま
　す
・こころの健康に関する講演会を開催します
・本人や家族への相談を随時行い、専門機関へ繋げます
・精神保健福祉相談を紹介し、精神科医師が相談に応じる機会をつくります

目　指　す　こ　と　　　

み ん な で 取 り 組 む こ と

 
 
 
 
 
 
 
 
 


